
●規定劇場使用料（2009 年 4月現在） 

 (単価：円) 

※１ 営利加算とは営利を目的とした利用に適用。  

   入場料加算：501 円以上の入場料金を徴収する場合に適用。 

・ 営利団体（＝企業等）の使用の場合は、この表に定める使用料の 2倍の金額とします。 

・ 時間外使用については、10:00～22:30 迄でお願いします。 

時間外を使用される場合は要相談。 

・ 使用の為の準備･片付けに要する時間も使用時間帯に含まれます。 

・ 使用期間は連続一週間を越える事が出来ません。 

・ 音響・照明・運営（受付）は各団体でお願いします。 

なおオペレーターが必要な場合は事前打合せにより判断、手配させて頂きます。（別途必要） 

 

●キャンセル料 

・使用日から 2 ヶ月前まで・・・・使用料の半額をお返しします。 

・上記以外・・・・使用料はお返しいたしません。 

 

 時間帯 平日 土・日・祝 
入場料加算 ※1 

501 円～ 1,000円～ 1,500円～ 2,000円～ 

時
間
区
分 

13:00～16:30 10,000 12,000 ×1.2 ×1.4 ×1.6 ×1.8 

17:00～22:00 15,000 18,000 ×1.2 ×1.4 ×1.6 ×1.8 

13:00～22:00 22,000 27,000 ×1.2 ×1.4 ×1.6 ×1.8 

超過 30 分 2,000 2,500   

利用料金表 

 

笑穴亭 


